
広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
十
一
号

広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条 

広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
広
島
県
規
則
第
六
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

（
事
業
所
の
範
囲
） 

第
七
十
三
条 

条
例
第
百
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る

事
業
所
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非

化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
条
第
二
項
に

規
定
す
る
第
一
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
等
及

び
同
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
種
エ
ネ

ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
等
と
す
る
。 

第
七
十
六
条 

削
除 

別
表
第
八
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

水
質
関
係
有
害
物
質
の
規
制
基
準 

番
号

水
質
関
係
有
害

物
質
の
種
類

許

容

限

度

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

六
価
ク
ロ
ム
化

合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ

き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

（
事
業
所
の
範
囲
） 

第
七
十
三
条 

条
例
第
百
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る

事
業
所
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
エ
ネ
ル
ギ
ー

管
理
指
定
工
場
等
及
び
同
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
第
二
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
等
と
す

る
。 

（
受
理
書
） 

第
七
十
六
条 

知
事
は
、
条
例
第
八
条
第
一
項
、
第
九

条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二

十
七
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一

項
又
は
第
四
十
七
条
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と

き
は
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る
受
理
書
を
当

該
届
出
を
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
八
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

水
質
関
係
有
害
物
質
の
規
制
基
準 

番
号

水
質
関
係
有
害

物
質
の
種
類

許

容

限

度

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

六
価
ク
ロ
ム
化

合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ

き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・

五
ミ
リ
グ
ラ
ム

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 
 
様式第24号 削除 
 

 
様式第24号（第76条関係） 
 



第
二
条 

広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る

物
質
等
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一
―
十
一 

（
略
） 

 

十
二 

大
腸
菌
数 

 

十
三 

（
略
） 

 別
表
第
九
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

 

水
の
汚
染
状
態
を
示
す
項
目
に
つ
い
て
の
規
制
基
準 

号番 

項
目 

許 

容 

限 

度 

第
一
種 

水
域 

第
二
種 

水
域 

第
三
種 

水
域 

第
四 

種
水 

域 

河川等 

湖沼 

河川等 

湖沼 

河川等 

湖沼 

（略） 

（
略

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略） 

一 四 

大
腸

菌
数 

（
単

位 一
ミ

リ
リ

ッ
ト

ル
に

つ
き

コ
ロ

ニ
ー

形
成

単
位

） 

日
間
平

均 八
〇
〇 

日
間
平

均 八
〇
〇 

日
間
平

均 八
〇
〇 

日
間

平
均 

八
〇

〇 

（略） 

（
略

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略） 

備
考 

（
略
） 

 

 

（
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る

物
質
等
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一
―
十
一 

（
略
） 

 

十
二 

大
腸
菌
群
数 

 

十
三 

（
略
） 

 

別
表
第
九
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

 

水
の
汚
染
状
態
を
示
す
項
目
に
つ
い
て
の
規
制
基
準 

 

号番 

項
目 

許 

容 

限 

度 

第
一
種 

水
域 

第
二
種 

水
域 

第
三
種 

水
域 

第
四 

種
水 

域 

河川等 

湖沼 

河川等 

湖沼 

河川等 

湖沼 

（略） 

（
略

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略） 

一 四 

大
腸

菌
群

数 （
単

位 一
立

方
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
個

） 

 

日
間
平

均 三
、
〇

〇
〇 

日
間
平

均 三
、
〇

〇
〇 

日
間
平

均 三
、
〇

〇
〇 

日
間

平
均 

三
、

〇
〇

〇 

（略） 

（
略

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略） 

備
考 

（
略
） 

 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成



十
五
年
広
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
汚
水
等
関
係
特
定
施
設
（
設
置
の
工

事
が
な
さ
れ
て
い
る
施
設
を
含
む
。
）
を
設
置
す
る
同
条
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
汚
水
等
関
係
特
定

事
業
場
の
排
出
水
の
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
に
つ
い
て
の
排
水
基
準
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
六

月
間
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
に
お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 


